
 

社会福祉法 

（所轄庁への届出） 

第五十九条 社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、

次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。 

一 第四十五条の三十二第一項に規定する計算書類等 

二 第四十五条の三十四第二項に規定する財産目録等 

（情報の公開等） 

第五十九条の二 社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、厚生労働省令で

定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。 

一 第三十一条第一項若しくは第四十五条の三十六第二項の認可を受けたとき、又は同条第四項の

規定による届出をしたとき 定款の内容 

二 第四十五条の三十五第二項の承認を受けたとき 当該承認を受けた報酬等の支給の基準 

三 前条の規定による届出をしたとき 同条各号に掲げる書類のうち厚生労働省令で定める書類の

内容 

２～７ （略）  

（計算書類等の作成及び保存） 

第四十五条の二十七 社会福祉法人は、厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における

貸借対照表を作成しなければならない。 

２ 社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年

度に係る計算書類（貸借対照表及び収支計算書をいう。以下この款において同じ。）及び事業報告

並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 

３～４ （略） 

（計算書類等の監査等） 

第四十五条の二十八 前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省

令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置社会福祉法人においては、次の各号に掲げるものは、

厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。 

一 前条第二項の計算書類及びその附属明細書 監事及び会計監査人 

二 前条第二項の事業報告及びその附属明細書 監事 

３ （略） 

（計算書類等の備置き及び閲覧等） 

第四十五条の三十二 社会福祉法人は、計算書類等（各会計年度に係る計算書類及び事業報告並びに

これらの附属明細書並びに監査報告（第四十五条の二十八第二項の規定の適用がある場合にあつて

は、会計監査報告を含む。）をいう。以下この条において同じ。）を、定時評議員会の日の二週間

前の日（第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百

九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日）から五年間、その主たる事務所に備え

置かなければならない。 

２～４ （略） 



 

 

（財産目録の備置き及び閲覧等） 

第四十五条の三十四 社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に（社会福祉法人が成立した日の

属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく）、厚生労働省令で定めるところにより、

次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事

務所に備え置かなければならない。 

一 財産目録 

二 役員等名簿（理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。第四項において同

じ。） 

三 報酬等（報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。

次条及び第五十九条の二第一項第二号において同じ。）の支給の基準を記載した書類 

四 事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類 

２ 前項各号に掲げる書類（以下この条において「財産目録等」という。）は、電磁的記録をもつて

作成することができる。 

３～５ （略） 

（報酬等） 

第四十五条の三十五 社会福祉法人は、理事、監事及び評議員に対する報酬等について、厚生労働省

令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該社会福祉法人の経理

の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければな

らない。 

２ 前項の報酬等の支給の基準は、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとす

るときも、同様とする。 

３ （略） 

（社会福祉充実計画の承認） 

第五十五条の二 社会福祉法人は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超

えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該会計年度の前会計年度の末日（同号におい

て「基準日」という。）において現に行つている社会福祉事業若しくは公益事業（以下この項及び

第三項第一号において「既存事業」という。）の充実又は既存事業以外の社会福祉事業若しくは公

益事業（同項第一号において「新規事業」という。）の実施に関する計画（以下「社会福祉充実計

画」という。）を作成し、これを所轄庁に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、

当該会計年度前の会計年度において作成した第十一項に規定する承認社会福祉充実計画の実施期間

中は、この限りでない。 

一 当該会計年度の前会計年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した

額を控除して得た額 

二 基準日において現に行つている事業を継続するために必要な財産の額として厚生労働省令で定

めるところにより算定した額 

２ 前項の承認の申請は、第五十九条の規定による届出と同時に行わなければならない。 

３～11 （略） 

 



 

社会福祉法施行規則 

（事業の概要等） 

第二条の四十一 法第四十五条の三十四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の

とおりとする。 

一 当該社会福祉法人の主たる事務所の所在地及び電話番号その他当該社会福祉法人に関する基本

情報 

二 当該終了した会計年度の翌会計年度（以下この条において「当会計年度」という。）の初日に

おける評議員の状況 

三 当会計年度の初日における理事の状況 

四 当会計年度の初日における監事の状況 

五 当該終了した会計年度（以下この条において「前会計年度」という。）及び当会計年度におけ

る会計監査人の状況 

六 当会計年度の初日における職員の状況 

七 前会計年度における評議員会の状況 

八 前会計年度における理事会の状況 

九 前会計年度における監事の監査の状況 

十 前会計年度における会計監査の状況 

十一 前会計年度における事業等の概要 

十二 前会計年度末における社会福祉充実残額（法第五十五条の二第三項第四号に規定する社会福

祉充実残額をいう。）並びに社会福祉充実計画（同条第一項に規定する社会福祉充実計画をいう。

以下同じ。）の策定の状況及びその進捗の状況 

十三 当該社会福祉法人に関する情報の公表等の状況 

十四 第十二号に規定する社会福祉充実残額の算定の根拠 

十五 事業計画を作成する旨を定款で定めている場合にあつては、事業計画 

十六 その他必要な事項 

（届出） 

第九条 法第五十九条の規定による計算書類等及び財産目録等（以下「届出計算書類等」という。）

の届出は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 

一 書面の提供（次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法による場合

に限る。） 

イ 届出計算書類等が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した

書面二通の提供 

ロ 届出計算書類等が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事

項を記載した書面二通の提供 

二 電磁的方法による提供（次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

による場合に限る。） 

イ 届出計算書類等が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方

法による提供 

ロ 届出計算書類等が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事

項の電磁的方法による提供 



 

三 届出計算書類等の内容を当該届出に係る行政機関（厚生労働大臣、都道府県知事及び市長をい

う。以下同じ。）及び独立行政法人福祉医療機構法（平成十四年法律第百六十六号）に規定する

独立行政法人福祉医療機構の使用に係る電子計算機と接続された届出計算書類等の管理等に関す

る統一的な支援のための情報処理システムに記録する方法 

（公表） 

第十条 法第五十九条の二第一項の公表は、インターネットの利用により行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人が前条第三号に規定する方法による届出を行い、行政機

関等が当該届出により記録された届出計算書類等の内容の公表を行うときは、当該社会福祉法人が

前項に規定する方法による公表を行つたものとみなす。 

３ 法第五十九条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類（法人

の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。）とする。 

一 法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類 

二 法第四十五条の三十四第一項第二号に規定する役員等名簿及び同項第四号に規定する書類（第

二条の四十一第十四号及び第十五号に規定する事項が記載された部分を除く。） 

 

 

 

 


